
2月 11日・建国記念の日

（如月） FEBRUARY

国民健康保険税は国民健康保険の被保険者である世帯主にかけ
られる市町村税。本年4月から､世帯主を含む国保加入の世帯員全
員が65歳～74歳で､世帯主が年額18万円以上の年金を受給してお
り､世帯主の介護保険料と国保税の合計額が年金受給額の2分の1
を超えない場合は､国保税が年金から天引きされます。
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2 2008

ワンポイント

2月の税務と労務

国民健康保険税の年金天引き

国　税／平成19年分所得税の確定

申告 2月16日～3月17日

（還付申告は申告期間前で

も受け付けられます）

国　税／贈与税の申告

2月1日～3月17日

国　税／1月分源泉所得税の納付

2月12日

国　税／12月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）2月29日

国　税／6月決算法人の中間申告

2月29日

国　税／3月、6月、9月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 2月29日

国　税／決算期の定めのない人格

なき社団等の法人税の申

告及び納付　　　2月29日

地方税／固定資産税の第 4期分の

納付

市町村の条例で定める日

梅



①
創
業
を
促
進
す
る
、
②
経
営
革
新

を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
、
③
「
新
連
携
」

で
市
場
開
拓
を
支
援
す
る
、
の
三
点
を

目
的
と
し
て
い
る
の
が
「
中
小
企
業
新

事
業
活
動
促
進
法
」
で
す
。
こ
こ
で
は
、

経
営
革
新
に
お
け
る
計
画
策
定
を
中
心

に
、
同
制
度
の
説
明
を
い
た
し
ま
す
。

創
業
促
進
支
援
策
で
は
、
こ
れ
か
ら

創
業
す
る
方
や
創
業
二
年
以
内
の
方
に

は
、
事
業
計
画
が
的
確
で
あ
れ
ば
国
民

生
活
金
融
公
庫
の
「
新
創
業
融
資
制
度
」

に
よ
り
、
無
担
保
・
無
保
証
人
で
融
資

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
商
工
会
議
所
等
で
は
、
創
業
を

志
す
方
を
対
象
と
し
て
事
業
計
画
の
作

成
や
創
業
に
必
要
な
実
践
能
力
の
修
得

を
支
援
す
る
た
め
の
「
創
業
塾
」
や
、

新
事
業
展
開
を
目
指
す
若
手
後
継
者
の

方
な
ど
を
対
象
に
「
経
営
革
新
塾
」
を

各
地
で
開
催
し
て
い
ま
す
。

こ
の
他
、
優
れ
た
技
術
や
ア
イ
デ
ア

を
持
つ
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
対
し
て
、

研
究
・
開
発
費
と
し
て
①
実
用
化
研
究

開
発
事
業
か
ら
一
件
四
、
五
〇
〇
万
円

（
期
間
一
年
）、
②
事
業
化
支
援
事
業
か

ら
一
件
五
〇
〇
万
円
以
内
（
期
間
一
年
）

の
資
金
面
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
ほ
か
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
や
成
長
初
期
段

階
に
あ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
の
健
全
な

発
展
の
た
め
の
支
援
（
出
資
額
は
一
フ

ァ
ン
ド
に
つ
き
出
資
総
額
の
二
分
の
一

以
内
（
上
限
一
〇
億
円
）
で
、
出
資
期

間
は
一
二
年
以
内
）
を
受
け
ら
れ
、
ま

た
、
販
路
開
拓
と
し
て
開
催
さ
れ
る
ベ

ン
チ
ャ
ー
フ
ェ
ア
に
無
料
で
参
加
で
き
、

他
の
企
業
と
交
流
し
事
業
連
携
や
販
路

拡
大
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

経
営
革
新
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い

て
は
、
事
業
活
動
の
新
た
な
取
組
み
を

し
よ
う
と
す
る
中
小
企
業
が
「
経
営
革
新

計
画
」
を
作
成
し
、
承
認
を
受
け
る
こ

と
で
様
々
な
支
援
策
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

経
営
革
新
計
画
と
は
、
事
業
活
動
に

関
連
し
た
新
た
な
取
組
み
に
よ
り
、
経

営
の
相
当
程
度
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す

る
計
画
で
、
計
画
の
承
認
を
受
け
る
こ

と
が
支
援
措
置
の
条
件
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
相
当
程
度
の
向
上
と
は
、

付
加
価
値
額
ま
た
は
一
人
当
た
り
の
付

加
価
値
額
の
伸
び
率
及
び
経
常
利
益
の

伸
び
率
の
二
つ
の
指
標
が
概
ね
三
〜
五

年
で
相
当
程
度
向
上
す
る
こ
と
を
い
い
、

経
営
革
新
計
画
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た

め
に
は
、
計
画
期
間
で
あ
る
三
〜
五
年

の
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
終
了
時
に
お
け
る

伸
び
率
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

目
標
伸
び
率
は
図
―
１
の
と
お
り
で

す
。
計
画
に
お
け
る
新
た
な
取
組
み
と

は
、
①
新
商
品
の
開
発
・
生
産
、
②
商

品
の
新
た
な
生
産
・
販
売
方
法
の
導
入
、

③
新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
・
提
供
、
④
サ

ー
ビ
ス
の
新
た
な
提
供
方
法
の
導
入
そ

の
他
の
新
た
な
事
業
活
動
と
な
り
ま
す
。

経
営
革
新
計
画
の
承
認
を
受
け
る
た

め
の
流
れ
は
、
都
道
府
県
の
担
当
部
局

等
に
対
象
者
の
要
件
・
申
請
手
続
き
・

支
援
の
内
容
等
の
問
合
せ→

必
要
書
類

の
作
成
（
申
請
書
は
中
小
企
業
庁
ま
た

は
都
道
府
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）→

申
請
書
の
提
出→

審
査
・
承
認
、
と
な
り
ま
す
。

【
受
け
ら
れ
る
支
援
策
】

承
認
さ
れ
る
と
経
営
革
新
の
実
現
に

向
け
て
次
の
よ
う
な
支
援
策
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

①

資
金
調
達
で
は
、
補
助
金
、
政
府

系
金
融
機
関
に
よ
る
低
利
で
長
期
の

融
資
、
信
用
保
証
の
限
度
額
拡
大
、

特
許
料
等
の
減
免
措
置
等
の
支
援

②

設
備
投
資
で
は
、
特
別
償
却
や
税

額
控
除
な
ど
の
税
制
優
遇
措
置
、
設

備
導
入
資
金
の
貸
付
等
の
支
援

③

販
路
開
拓
で
は
、
販
路
拡
大
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
事
業
と
し
て
商
社
Ｏ
Ｂ

等
の
販
路
開
拓
の
専
門
家
が
商
社
・

企
業
を
紹
介
ま
た
は
取
り
次
ぎ
、
市

場
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
支
援
。
ま
た
、

中
小
企
業
総
合
展
へ
の
参
加
機
会
を

提
供
し
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ッ
チ
ン
グ
を
促

進

2月号 2

経
営
革
新

２

創
業
促
進

１ 創
業
創
業

経
営
革
新

経
営
革
新

新
連
携

新
連
携 
を 

支
援 
創
業
・
経
営
革
新
・

新
連
携 
を 

支
援 

中
小
企
業 

新
事
業
活
動
促
進
法 

■図-1

3年計画の場合 

4年計画の場合 

5年計画の場合 

計画終了時 
「付加価値額」又は 
「一人当たりの付加 
価値額」の伸び率 

「経常利益」の 
伸び率 

９％以上 

12％以上 

15％以上 

３％以上 

４％以上 

５％以上 
（注） 年率３％以上　　　  年率１％以上 

付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 

＝ 一人当たりの 
付加価値額 

付加価値額 
従業員数 



3 2月号

こ
の
経
営
革
新
計
画
を
策
定
す
る
場

合
の
注
意
点
と
し
て
は
、
実
現
可
能
な

計
画
を
策
定
す
る
よ
う
に
、
現
在
自
社

の
立
っ
て
い
る
位
置
を
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
し
外
部
環
境
や
内
部
経
営
資
源
を

調
査
・
分
析
し
ま
す
。
経
営
革
新
が
成

功
し
な
い
最
大
の
理
由
は
、
経
営
革
新

計
画
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
が
現
実
の
位

置
と
乖
離
し
、
そ
れ
を
埋
め
ら
れ
な
い

こ
と
に
よ
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
ま

す
。計

画
承
認
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
図
―
２
の

よ
う
に
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
ま
す

（
東
京
商
工
会
議
所
シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
セ
ン
タ
ー
の
資
料
よ
り
）。

「
新
連
携
」
で
市
場
開
拓
を
支
援
す

る
と
は
、
自
社
の
優
れ
た
技
術
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を
活
か
し
、
単
独
で
は
困
難
な
市

場
の
開
拓
を
新
連
携
で
実
現
さ
せ
る
こ

と
で
す
。

新
連
携
と
は
、
複
数
の
事
業
者
が
異

な
っ
た
分
野
で
培
っ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
や
技

術
な
ど
の
強
み
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
ら

を
融
合
さ
せ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
新

事
業
活
動
に
よ
っ
て
、
市
場
拡
大
や
新

分
野
参
入
等
の
新
た
な
需
要
の
開
拓
を

行
う
こ
と
で
す
。

【
対
象
者
】

対
象
と
な
る
方
は
、
二
社
以
上
の
異

分
野
の
中
小
企
業
（
他
に
大
企
業
、
大

学
、
研
究
機
関
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
合
等
を
含

む
こ
と
が
で
き
ま
す
）
が
連
携
し
て
、

新
た
な
事
業
活
動
に
取
り
組
む
方
で
、

中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
十
一

条
の
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
計

画
の
認
定
を
受
け
た
代
表
者
で
す
。

認
定
を
受
け
る
と
、
新
連
携
支
援
地

域
戦
略
会
議
推
進
事
業
に
よ
る
支
援
、

全
国
九
ヵ
所
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に

設
置
さ
れ
た
戦
略
会
議
に
お
い
て
、
各

種
の
サ
ポ
ー
ト
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

具
体
的
な
サ
ポ
ー
ト
例
と
し
て
は
、

①
連
携
体
の
運
営
方
法
（
規
約
作
成
、

工
程
管
理
な
ど
）
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
②

連
携
体
に
不
足
し
て
い
る
連
携
先
（
大

学
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
商
社
な
ど
）
の
マ
ッ
チ

ン
グ
、
③
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
づ
く
り
に

あ
た
っ
て
の
問
題
発
掘
、
仮
説
の
提

供
・
検
証
、
④
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
実
行

に
あ
た
っ
て
の
資
金
調
達
、
特
許
契
約

の
締
結
な
ど
の
課
題
へ
の
対
応
、
⑤
よ

り
広
い
市
場
を
目
指
し
た
販
路
開
拓
の

実
現
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
等
で
す
。

支
援
担
当
者
と
し
て
、
商
社
出
身
者
、

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
金
融
機
関
出
身
者
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
出
身
者
な
ど

様
々
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
支
援
者

を
揃
え
て
い
ま
す
。

新
連
携

３

■図-2  計画承認のメリット 

■図-3 支援内容 

0 20 40 60 80％ 

〈資金調達〉 

その他 

借入枠や保証枠が広がった 

政府系金融機関からの融資が 
受けやすくなった 

民間金融機関からの融資が 
受けやすくなった 

金融機関への信用力が向上した 

政府系金融機関による低利・ 
長期融資が受けられた 

〈知名度・信用度・顧客満足度〉 

0 20 40 60 80％ 

その他 

大手企業との取引が 
可能になった 

問い合わせが多くなった 

新規取引先が増えた 

宣伝、営業が行いやすくなった 

知名度・信用力が向上した 

①連携体構築支援事業 

連携体構築に資する規程 
の作成、コンサルタント 
等にかかる経費の補助を 
受けることができます。 

【補助金額】 
 

上限500 万円 
 
 

【補助率】 
 

２／３以内 

②事業化・市場化支援事業 

異分野の中小企業等が連 
携して行う事業に必要な 
経費（連携規程作成・新 
商品開発・マーケティン 
グ等）の補助を受けるこ 
とができます。 

【補助金額】 
 

上限2,500 万円 
 
 

【補助率】 
 

２／３以内 

（技術開発を伴う場合、 
　　上限3,000 万円） 

0 20 40 60 80％ 

その他 

客観的な評価が可能になった 

対外的信用が増し、 
新たな取引が確保できた 

計画を立てる方法がわかった 

自社の新製品を 
開発することができた 

〈技術力・開発力〉 

0 20 40 60 80％ 

その他 

役割分担や責任等が 
明確になった 

計画の実効性が増した 

中・長期計画の立案が 
可能となった 

社内の意識付けが可能となった 

〈経営全般〉 



2月号 4

Ｔ
さ
ん
（
三
五
歳
）
は
居
酒
屋
を
六

店
舗
経
営
し
て
い
ま
す
。
子
供
は
男
の

子
が
三
人
。

多
忙
な
Ｔ
さ
ん
の
子
育
て
の
方
針

は
、

a

子
供
の
前
で
は
夫
婦
喧
嘩
を
し
な

い

s

子
供
の
前
で
疲
れ
た
顔
を
し
な
い

d

帰
宅
時
は
、
大
き
な
声
で
〝
た
だ

い
ま
ー
〞
と
声
を
か
け
る

一
見
、
平
凡
な
事
で
す
が
、
毎
日
の

実
行
と
な
る
と
な
か
な
か
難
し
い
も
の

で
す
。

Ｔ
さ
ん
に
会
っ
た
人
が
共
通
に
感
じ

る
の
は
〝
Ｔ
さ
ん
に
は
オ
ー
ラ
が
あ
る
〞

と
い
う
こ
と
で
す
。

経
営
評
論
家
、
商
店
主
等
は
よ
く

〝
お
客
様
が
第
一
、
と
に
か
く
顧
客
指

向
〞
で
あ
る
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
Ｔ
さ
ん
を
見
て
い
る
と
〝
身

近
な
最
小
単
位
で
あ
る
家
族
を
大
切
に

し
、
そ
し
て
一
緒
に
働
く
店
員
を
大
切

に
す
る
、
そ
の
延
長
線
上
に
お
客
様
を

大
切
に
す
る
〞
姿
勢
が
あ
り
ま
す
。

耐震偽装問題の再発防止を目指した改正建
築基準法が、平成19年６月より施行されて
います。法整備の遅れや周知不足などがある
のに「見切り発車」したため、建築確認業務
が大幅に停滞しました。
この問題は、建設業を直撃するとともに、

建設業以外の業種にも波及しており、当初の
一時的影響という見方から、先行きの不透明
感へと度合いを強めています。
Ｎ調査機関によれば、平成18年度120万戸

あった新設住宅着工が、19年度は106万戸に
減少、名目GDPを４兆円引き下げると予想
しています。
中小企業者には、このような「失政不況」

とも言える事態に備えることが求められま
す。
今回の件は、法律や規制等を実施するにあ

たっては、経済全体に与える影響を考えて実
施することの重要性を浮き彫りにしたと言え
るでしょう。

保証協会の保証

平成19年10月１日より、信用保証協会（以

下「協会」といいます。）の保証が借り入れ金

額の８割になりました。従来、協会は10割

（全額）を保証していたので、この措置は改悪

されたことになります。

◆協会の実情◆
協会のホームページには「保証協会と金融

機関とが責任を共有し、連携して中小企業の

皆さまに対する融資・経営支援など、より一

層支援を行うことを目的として本制度が導入

された」、「保証のご利用でお客さまのご負担

などが増えることはありません」といったこ

となどが記されています。

ベテランコンサルタント・Ａ氏はこのこと

について次のように話します。

――全部保証（10割保証）から部分保証

（８割保証）への移行の原因は二つある。

一つは、協会の保証利用者の返済不能が増

加し、各地の協会財政基盤が悪化したこと。

いま一つは、金融機関は返済が難しい貸出

先（例えば、従来からの取引先に対しむげに

融資を断りにくい場合等）に対して、協会を

利用させていたこと。つまり、この場合は融

資先が返済不能となったときは協会が金融機

関に返済（代位弁済）をすることになるので、

協会の財政基盤の悪化となる。――

◆今後の影響◆
Ａ氏はさらに「倒産したり、延滞を中小企

業者が申し出た」場合に、どのような対応に

なるのか、と懸念します。

現在、金融機関の不良債権への対応は、自

社の関連会社「××債権回収株式会社」へ引

き渡すことがほとんど。債権回収会社は「話

し合いの解決ではなく法的な解決の優先」と

いう立場です。つまり、追加の担保提供や保

証人の差換え、仮差押などの保全処理です。

中小企業を育成・支援する制度が崩れてい

っているのではないでしょうか。

「失政不況」居
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